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K-65 内視鏡用粘膜下注入材（ムコアップ等）（数量） 

 

《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、内視鏡的粘膜切除術、内視鏡的粘膜剥離術に用いる内視鏡

用粘膜下注入材（ムコアップ等）の使用量については 1 か所につき 2 バイ

アルまで算定が認められる。 

 それ以上の使用を必要とする場合は、理由について記載が必要。 

 

○ 取扱いの根拠 

 本材料は、粘弾性により粘膜下に滞留し、粘膜層と筋層の間を大きく解

離させ粘膜層を切除又は剥離する際に病変部位（粘膜層）の隆起を形成・

維持するものである。粘膜内に限局した腫瘍性病変に対する内視鏡的手術

における臨床成績の使用量からも、一部位につき原則 2 バイアルが妥当で

あると整理した。 

 


